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　これまで「浦臼町子育て世代包括支援センター」として相談対応をしていた母子保
健機能と、児童福祉機能を兼ね備えた機関として「浦臼町こども家庭センター」を４
月に開設しました。
　こども家庭センターは、妊産婦や子育て世代、子どもを対象として、切れ目のない
相談支援を行う窓口です。また、ヤングケアラーや児童虐待など、困りごとの相談に
も関係機関と連携しながら支援をします。
　新たな名称となりますが、行う業務は今までと変わりありませんので、引き続きお
気軽にご相談ください！

お問い合わせ　福祉課子育て支援係（保健センター内こども家庭センター）
　　　　　　　電話：０１２５－６９－２１００

保健センター内に「浦臼町こども家庭センター」を開設しました！

　この制度は、国の「こども未来戦略」に基づき新たに創設された制度です。現行の幼児教育・保育給付に
加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度
です。令和８年度からは子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施しま
す。
　浦臼町では「子育て支援センターなかよし」にて、こども誰でも通園制度を実施します。

対象となるこども
・生後６ヶ月～満３歳未満（３歳になる前々日まで）で、認定こども園・幼稚園・保
育園などに在籍していない未就園児
利用時間
・こども１人につき月１０時間まで（町外の施設を利用する場合も含めます。）
利用の流れ
・利用する前に、浦臼町から給付認定を受ける必要があります。給付認定申請は「つ
　うえんポータル」から　オンラインで申請します。（他市町村の事業所を利用する
　場合も浦臼町から給付認定を受ける必要があります。）
・認定後、子育て支援センターなかよしと事前に面談を行い、面談後から利用可能と
　なります。
・面談と利用については、事前にオンライン予約が必要となります。
　（利用者ログインページからログインして予約します。）
利用できる時間
・利用は子育て支援センターなかよしが開所している日で、９時３０分～１１時３０分、１３時３０分～
　１５時３０分の間で利用することができます。
利用料
・浦臼町民で子育て支援センターなかよしを利用する場合は、「浦臼町子育て支援事業保育料等助成事業」
の対象となり、利用料が無料となります。（利用料以外に係る経費については自己負担となります。）
・浦臼町外の方の利用については、こども１人につき１時間あたり３００円となります。また、利用料以外
にかかる経費についても自己負担となります。
・浦臼町外の事業所を利用する場合は、利用料がかかります。料金などはご利用先の事業所にお問い合わせ
ください。

お問い合わせ　福祉課子育て支援係（保健センター）電話：０１２５－６９－２１００

令和８年４月スタート！こども誰でも通園制度

つうえんポータル

利用者ログイン
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